
令 和 8 年 2 月 2 6 日

札 幌 開 発 建 設 部

豊平川幌平橋地区の「都市・地域再生等利用区域」

指定に伴う伝達式について（開催案内）
～ 豊平川の利活用がますます盛り上がります ～

【都市・地域再生等利用区域について】

原則、公共性・公益性を有する者等に限定されている河川敷地の占用について、快適で賑わいのある

水辺空間の創出を推進するため、平成23年に河川敷地占用許可準則の一部が改正されました。本改正に

より河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」に指定することにより、営業活動を行う民間事業者等

についても河川敷地の利用が可能となりました。

今回の指定により、中島公園に隣接した豊平川の河川空間の活用が可能になり、札幌市が主体となり

豊平川の一部区域である「豊平川幌平橋地区」において、新たな水辺のイベント空間が創出されます（別

紙１、２参照）。

今後、「豊平川幌平橋地区」で実施されるイベント等の取組については、

「かわたびほっかいどう」ホームページ等（https://kawatabi-hokkaido.com/）
を通じて情報発信していく予定です。

記

１ 都市・地域再生等利用区域「豊平川幌平橋地区」指定書 伝達式

（１）日 時 ：令和 8 年 3 月 5 日（木）10:00 から

（２）場 所 ：札幌市建設局みどりの推進部 大会議室

（札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館 6階）

（３）出席者 ：札幌市みどりの管理担当部長、札幌河川事務所長、豊平川利活用協議会

２ 取材関連

取材を希望される方は、別紙３により 3 月 3 日（火）12:00 までにお申し込み願います。

当日は開催時刻 10 分前までにお越し願います。

以上

【都市・地域再生等利用区域の制度に関する問合せ先】

国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部

河川計画課 課長 渡邊 信明（TEL 011-611-0329 ダイヤルイン）

公物管理企画課 課長 市川 直也（TEL 011-611-0328 ダイヤルイン）

【利活用のイメージ・利活用協議会を含む事業スキームに関する問合せ先】

札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課 課長 濵岡 次郎（TEL011-211-2536（内線 641））

札幌開発建設部ホームページ

https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/

北海道開発局は、水辺空間を活かした賑わいの創出や魅力あるまちづくりを支援するため、

豊平川の一部区域（豊平川幌平橋地区）を「都市・地域再生等利用区域」に指定しました。

つきましては、下記のとおり指定書の伝達式を執り行います。

かわたびほっかいどう

ホームページ



別紙１

札幌市 「豊平川幌平橋地区」

都市・地域再生等占用方針
（１）占用の許可を受けることができる施設
広場、イベント施設、遊歩道、これらと一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、
照明・音響施設等及び日よけとする。

（２）許可方針
占用許可を受けることができる施設は、豊平川幌平橋地区の河川空間の利用促進
及び地域活性化を目的として整備される施設とする。

都市・地域再生等占用主体： 札幌市長

札幌市 「豊平川幌平橋地区」 事業スキーム

利活用イメージ
① イベントの開催
・市民交流イベント
・河川空間を活用したイベント
・環境教育イベント 等

②飲食物等の販売
・飲食物等販売
・オープンカフェ 等

③利便施設の充実
・休憩スペースの設置（ベンチ・シェード等）
・レンタサイクル 等

河川管理者

【占用主体】札幌市長

施設使用者（指定管理者等）

事業者

豊平川利活用協議会

○ 札幌市
〇 豊平川緑地（上流地区）指定管理者
〇 公益社団法人 札幌市子ども会育成
連合会

○ 河川管理者

占用申請 占用許可

使用契約

公募・選定 使用契約等

報告・照会

承認・決定

「豊平川幌平橋地区」都市・地域再生等利用区域の概要
札幌市では近年、都心部に近い公園や緑地において、札幌ならではの豊かな自然
環境や、そこで開催されるイベントなどを楽しむインバウンドを含む観光客が増え
ています。これに伴い、公園や緑地が観光振興の面でも重要な役割を果たすよう
になってきています。

こうした状況の中、本地区は中島公園に近接し、公共交通機関によるアクセスも
良好です。「大通 ー すすきの ー 中島公園」といった市民や観光客でにぎわうエリ
アと関連性が高く、今後の活用が期待される空間として注目されています。

また、市民や事業者からの関心も高く、河川空間の活用に関する相談が民間事業
者等から多数寄せられており、これまでも札幌市の観光部局と民間が連携したイ
ベントの開催が試みられてきました。

このような背景を踏まえ、札幌市では河川空間の利用促進を通じて地域の憩いと
賑わいの創出を図るともに、観光振興を目的として、この度本地区において指定
を受けることとなりました。



別紙２ 都市・地域再生等利用区域
一級河川石狩川水系豊平川幌平橋地区
（幌平橋左右岸～南7条大橋左岸）

札幌市

地図データ 国土地理院

指定箇所

幌平橋

南大橋

中島公園

豊平川における先行事例
「豊平川ウォーターガーデン」の利活用状況

中島公園に近接し、市民や観光客でにぎわうエリアと
公共交通機関でのアクセスも確保され、イベント等での活用
が見込まれます。

幌平橋

南大橋

南7条大橋

都市・地域再生等利用区域
豊平川幌平橋地区（約13.0ha）

凡例

札幌市都市公園

札幌市河川占用範囲



別紙３

取材申込票
（都市・地域再生等利用区域 「豊平川幌平橋地区」 指定書伝達式）

令和8年３月３日（火）１2時までに、メールもしくはFAXにて、下記の
申し込み必要事項（様式自由）を送付ください。

＜送信先＞
札幌開発建設部 河川計画課 宛

メールアドレス： hkd-sp-r7seitaikei@gxb.mlit.go.jp
件名：豊平川特区

ＦＡＸ：０１１－６１１－４２１０
（FAXの場合は、本別紙3に記入のうえ送信願います。）

＜注意事項＞
• 受付完了のご連絡は『～@mlit.go.jp』のドメインから送信さ
れます。メールを受信できるよう、あらかじめ受信設定をご確
認ください。

• ご提供いただいた個人情報は、当日の参加確認のみに使用し、
その他の目的には使用いたしません。

• 申し込み受領後、確認メールを送付いたします。確認メールが
届かない場合は、札幌開発建設部河川計画課までお問い合わ
願います。（電話：０１１－６１１－０３２９）

報道機関名

参加者氏名

電話番号

連絡事項

※ 上記「連絡事項」欄には、必要に応じて取材に関
するご要望や伝達事項をご記入ください。

＜申し込み必要事項＞



北海道開発局における河川敷地占用許可準則に基づく
「都市・地域再生等利用区域」の指定状況

沙流川水系沙流川

十勝川水系十勝川

石狩川水系石狩川
（砂川オアシスパーク）

十勝川水系十勝川
（十勝川河川多目的施設）

十勝川水系十勝川
（十勝エコロジーパーク）

石狩川水系豊平川
（ウォーターガーデン）

網走川水系網走川
（網走湖呼人地域）

石狩川水系漁川
（花の拠点かわゾーン地区）

石狩川水系豊平川
（豊平川幌平橋地区）

参考

指定日（時系列順）指定区域

H24.4.1沙流川水系沙流川

H28.4.19十勝川水系十勝川

R1.9.2十勝川水系十勝川 （十勝川河川敷多目的施設）

R1.10.25十勝川水系十勝川 （十勝エコロジーパーク）

R2.1.27石狩川水系豊平川 （ウォーターガーデン）

R2.11.11石狩川水系石狩川 （砂川オアシスパーク（砂川遊水地））

R3.10.27網走川水系網走川 （網走湖呼人地域）

R5.6.12石狩川水系漁川 （花の拠点かわゾーン地区）

R８.1.13石狩川水系豊平川 （豊平川幌平橋地区）

出典：地理院地図（電子国土WEB）に追記


